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　幼少期そして学生時代を
過ごした韮崎市は今でも心
の拠り所です。美味しいお
米や果樹などの特産物。富
士山や八ヶ岳、南アルプス
などの名峰を望む美しい風
景。すべてが私にとってかけ
がえのない宝物です。
　首都圏韮崎会の会長として、また、ふるさと韮崎
を愛する者として、少しでもにらさきの活性化に貢
献したく毎年ふるさと納税をさせていただいていま
す。遠方からですがいつも韮崎市の発展を祈って
います。

韮崎市ふるさと納税 

市外にお住まいの方が韮崎市を　　　　応援してくださっています

返礼品の協力事業者を募集しています～市の魅力を全国に発信しましょう～

　「離れていても『韮崎』のことをいつも気にかけている」、「生まれ育った『韮崎』のために何かした
い！」、「とにかく『韮崎』を応援したい！」そんな市外在住の皆さんから「ふるさと納税」を通じてたく
さんのご支援をいただいています。
■ふるさと納税とは
　実際には地方自治体への「寄附」です。自分が生
まれ育った故郷に限らず、応援したい自治体を選ん
で「ふるさと納税」をすることができる制度です。
寄附者様へは、お礼の品として寄附額に応じた市の
特産品等を贈呈し、市のPRに努めています。
■ふるさと納税の実績

■ふるさと納税の取り組み
　市では、返礼品やその提供元である協力事業者の
掘り起こしに日々取り組んでいます。
　また、寄附希望者の利便性の向上を図るために、
ふるさと納税専用のポータルサイトでの受付やクレ
ジットカードをはじめとする各種納付方法にも対応
しています。
　8月からは、新たな取り組みとして、市内の加盟
店舗や施設での食事や買い物などでご利用いただけ
る電子感謝券を導入し、実際に来て・見て・体験す
ることで本市の魅力をお伝えしていきますので、市
外在住のご親戚、ご友人へ広くご紹介ください。

年度 件数（件）  寄附金額（円）  返礼品数（品）
H28 4,897 70,967,000 85
H29 6,554 91,366,947 172
H30 9,483 147,068,000 257

■協力事業者の要件
　次の要件全てに該当することが必要です。ただ
し、市が協力事業者として適当でないと認めた場合
は承認できないことがあります。
①市内で生産、製造、加工、販売、提供される商品、
　役務（サービス）の提供者
②市内に本社または事業所（生産、製造等の拠点）
　を有する法人もしくは個人
③市税等の滞納がないこと
④本人（法人にあっては代表者）および従業員等が
　「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
　律」に掲げる暴力団の構成員等でない者
■提案商品等
　次の要件に該当するものとし、本市出身者等が
「ふるさとにらさき」を偲ぶことができ、市外の方

に本市のPRができる商品等とします。
①市内で生産、製造、加工、販売、提供される商品、
　役務（サービス）
②提供商品の中で各行政機関の許認可等が必要なも
　のがある場合は、適法な手続きを済ませているも
　の
③飲食物の場合、原則として寄附者に到着してから
　5日以上の消費・賞味期限が保証される商品　
■応募方法
　市HPに掲載されている提案申込書に必要事項を
ご記入のうえ、事業所概要、見積書、商品の写真
データとともに、人口対策担当へご提出ください。
　なお、事業所への出張説明にも随時伺いますの
で、お気軽にお問い合わせください。

■申込み・問い合わせ　総合政策課 人口対策担当（ふるさと納税専用ダイヤル ☎22-1990）

　ふるさと納税の寄附者様へ返礼品として市の特産品を贈呈しています。市では、返礼品の提供に協力して
いただける市内事業者を随時募集しています。

会長 清水 美知雄さん

ふるさと納税で「韮崎市」を元気に!

寄附者の声

首都圏韮崎会 




